様式第３号（第６条関係）
番　　　　　号
年　　月　　日
　　　市町村長　　　　氏　　　名　　様
（又は推進組織会長　　氏　　　名　　様）
鳥取県知事　　氏　　名
〇〇年度　鳥取県多面的機能支払交付金交付決定通知書
〇〇年　　月　　日付　第　　号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった多面的機能支払交付金（以下「本交付金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。
記
１　対象事業
本交付金の対象事業は、申請書に添付された事業実施計画書に記載された内容のとおりとする。
２　交付決定額等
本交付金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更された場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。
（１）算定基準額　　　　　金　　　　　　　　円
（２）交付決定額　　　　　金　　　　　　　　円
３　経費の配分
本交付金の交付対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、申請書に添付された事業実施計画書「３．経費の配分」欄記載のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによる。
４　交付額の確定
本交付金の額の確定は、交付対象経費の実績額について、鳥取県多面的機能支払交付金交付要綱（平成２６年４月１１日付第２０１４０００９６００号鳥取県農林水産部長通知。以下「要綱」という。）第３条第２項及び第６条第３項の規定を適用して算定した額と、２の(２)の交付決定額（変更された場合は、当該変更後の額）のいずれか低い額により行う。
５　交付規程等の遵守
本交付金は、間接国費補助金に該当するものであり、その収受及び使用、対象事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱のほか、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和３１年農林水産省令第１８号）、多面的機能支払交付金交付要綱（平成２６年４月１日付２５農振第２２５３号農林水産事務次官依命通知）、日本型直接支払推進交付金交付等要綱（令和４年４月１日付３農振第３０２１号農林水産事務次官依命通知）及び防災・減災地域共同活動支払交付金交付等要綱（令和７年１２月１６日付７農振第２１３９号農林水産事務次官依命通知）の規定に従わなければならない。
様式第４号（第９条関係）
番　　　号
年　月　日
職　　氏　　　名　　様
市町村長　　　　氏　名
（又は推進組織の長　　氏　名）
〇〇年度　鳥取県多面的機能支払交付金遂行状況報告書
〇〇年　　月　　日付第　　　　　　　　号で交付決定通知のあった多面的機能支払交付金について、鳥取県多面的機能支払交付金交付要綱により、下記のとおり事業の遂行状況を報告します。
記
	区　分
	計　画

　　　Ａ
	出　来　高

　　　Ｂ
	進　捗　度

　　Ｂ／Ａ
	備　考



	農地維持支払交付金

　うち、国費分
　　　　県費分

資源向上支払交付金
　うち、国費分
　　　　県費分

日本型直払推進交付金

防災・減災地域共同活動支払交付金
うち、国費分
　　　　県費分


	円



	円



	％

	


※区分欄には、農地維持支払交付金、資源向上支払交付金、日本型直払推進交付金（多面的機能支払交付金に係る推進事業）及び防災・減災地域共同活動支払交付金について記載すること。
※計画欄には、割当額（国費、県費及び合計額）を記載すること。
※出来高欄には、交付金の支払金額（国費、県費及び合計額）を記載すること。
様式第５号（第１０条関係）
番　　　号
年　月　日
職　　氏　　　名　　様
市町村長　　　　氏　名
（又は推進組織会長　　氏　名）
〇〇年度　鳥取県多面的機能支払交付金の支払にかかる申出書
〇〇年　　月　　日付第　　　　　　　　号による交付決定にかかる多面的機能支払交付金の支出について、鳥取県補助金等交付規則第２０条第１項の規定により、下記のとおり申し出ます。
記
	対象事業等の名称
	

	交付決定額
	

	支払時期・支払額の変更希望内容又は支払停止希望額
	

	支払時期・支払額を変
更又は支払停止を希望する理由
	

	添付書類
	


様式第６号（第８条関係）

番　　　　　号

年　　月　　日

○○年度鳥取県多面的機能支払交付金の消費税仕入控除税額報告書

鳥取県知事　様

市町村長氏名　　　　

○○年○月○日付け第○○号をもって交付決定通知のあった鳥取県多面的機能支払交付金について、鳥取県多面的機能支払交付金交付要綱第８条４項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記

１　適正化法第１５条の交付金の額の確定額　　　　　　　　金　　　　　　　　円

（〇〇年　　月　　日付第号による額の確定通知額）

２　交付金の確定時に減額した消費税仕入控除税額　　　　　金　　　　　　　　円

３　消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額　　　　金　　　　　　　　円

４　交付金返還相当額（３－２）　　　　　　　　　　　　　金　　　　　　　　円

（注）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。

なお、交付対象事業者が法人格を有しない組合等の場合には、すべての構成員分を添付すること。

・消費税確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの）

・付表２「課税売り上げ割合・控除対象仕入課税額等の計算表」の写し

・３の金額の積算の内訳（人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳を確認できる資料も併せて提出すること。）

・交付対象事業者が消費税法第60条第４項に定める法人等である場合には、同項に規定する特定収入の割合を確認できる資料

５　当該交付金に係る消費税等仕入控除税額が明らかにならない場合には、その状況を記載

［ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

（注）消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告予定時期も記載すること。

６　当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合には、その理由を記載

［ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

（注）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。

なお、交付対象事業者が法人格を有しない組合等の場合には、すべての構成員分を添付すること。

・免税事業者の場合には、交付対象事業実施年度の前々年度に係る法人税（個人事業者の場合は所得税）確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの）及び損益計算書等、売上高を確認できる資料

・新たに設立された法人であって、かつ免税事業者の場合は、設立日、事業年度、事業開始日、事業開始日における資本金又は出資金の金額が証明できる書類など、免税事業者であることを確認できる資料

・簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合には、交付対象事業実施年度における消費税確定申告書（簡易課税用）の写し（税務署の収受印等のあるもの）

・交付対象事業者が消費税法第60条第４項に定める法人等である場合には、同項に規定する特定収入の割合を確認できる資料
様式第７号（第１３条関係）

番　　　　　号　

年　　月　　日　

職　　氏　　　名　　様
市町村長　　　　氏　名
（又は推進組織の長　　氏　名）
　　○○年度　多面的機能支払交付金交付決定前着手届

鳥取県多面的機能支払交付金交付要綱第１３条の規定に基づき、下記条件を了承の上、交付決定前に着手したいので、提出する。

記

１　交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらのあらゆる損失は、補助事業者が負担するものとする。

２　交付決定を受けた補助金額が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。
３　当該事業については、着手から交付決定を受けるまでの期間内においては、計画変更はないこと。
	対象事業
	事業費
	着手予定
年月日
	完了予定
年月日
	理　　由

	推進交付金
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


様式第８号（第２３条関係）

番　　　　　号

年　　月　　日

　職　氏　名　様

職　氏　名

（　公印省略　）

〇〇年度事業完了報告書

このことについて、下記のとおり報告します。

記

	補助金等の名称
	

	交付決定額
	

	実績額
	

	完了年月日
	


